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1

　令和７年度の工事監査は、高松市監査基準に準拠して実施した。

2 監査の種類

　地方自治法第１９９条第１項及び第５項に基づく随時監査としての工事監査

3

（１） 対象局（所管課）

（２） 対象工事の概要

　　　　　　　　御殿成合線道路改良工事

　　　　　　　　仏生山処理分区汚水管工事（２１工区）予算

工事

契約

4

監査基準への準拠

監査の対象

所
管
課
等

工事名

工事場所

都市整備局（建築課）

財政局（契約監理課）

工期（※）

契約年月日

施工業者

※ 契約金額及び工期は、令和８年１月３０日現在

施工監理

監査の着眼点

令和７年度に施工中の上記工事について、計画、設計、積算、契約、施工、監理、試
験検査等が法令等に基づき適正に行われているか、特に、技術面からこれらの工事の
「施工」が適正かつ効率的に行われているかを主眼として、監査を実施した。

健康福祉局（生活衛生課）

令和６年１２月１８日～８年２月１３日

委託（有限会社米沢建築設計事務所）

令和６年１２月１８日

260,084,000円

建築一式工事

株式会社植原建設

財政局契約監理課

都市整備局建築課

健康福祉局生活衛生課

高松市池田町地内

犬猫一時保管施設（仮称）建設工事

契約金額（※）

業種

令和７年度工事監査の結果について
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5 監査の主な実施内容

6 監査の実施場所及び日程

（１） 実施場所　監査委員事務局、工事現場ほか

（２） 実施日程　令和７年９月１１日から８年１月９日まで

7 監査の結果

監査に当たっては、工事の所管課から関係書類の提出を求めるとともに、関係職員等
から説明を聴取するなどして実施した。

また、令和７年１１月１４日に、工事現場において、施工状況の確認等を行うため、
関係職員等の立会いを求め、実地監査を行った。

なお、当該監査における対象工事の設計、積算、施工などの専門技術的事項に係る工
事技術調査については、公益社団法人大阪技術振興協会に委託し、技術士の派遣を求
め、書類調査及び現場調査を行った。

関係書類は、おおむね適正に整備されており、工事現場の施工状況についても、設計
図書に基づき、おおむね適正に執行されていたが、別記のとおり、その一部に改善が望
まれる事項が認められた。

今後とも、市民の信頼を得られるように、法令等を遵守し、より一層、厳正かつ適正
な執行に努められたい。

また、当該事項について措置を講じたときは、地方自治法第１９９条第１４項の規定
により、その旨を監査委員に通知されたい。

なお、通知は、監査結果を公表した日から起算して６か月を経過する日の属する月の
末日までを目途に行われたい。

※指摘・・・条例や規則等に違反しているか、著しく適切さを欠くと判断したもの。

※意見・・・合理的な工事施工の観点から改善が望まれるとしたもの。

所管課等 指摘 意見 合計

都市整備局建築課 — 2 2

財政局契約監理課 — 1 1

— 3 3

監査対象工事名

犬猫一時保管施設（仮称）建設工事

合計
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結果
№

工事名 項 目
公表文
該当

ページ
所管課等

1
ＳＤＳ（安全データシート）に
関する安全衛生対策の実施につ
いて

P4

2
施設の大屋根に軒樋を設置する
ことについて

P5

3
建設工事の入札に係る見積期間
について

P6 財政局契約監理課

区分

意見

意見

意見

犬猫一時保管施設（仮称）建設工事

都市整備局建築課

令和７年度工事監査結果一覧
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結果№ №1

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分

意 見 の 項 目

意見を付す理由

意 見

監査実施年度／対象工事 令和７年度／犬猫一時保管施設（仮称）建設工事

高松市監査委員告示第2号 令和8年1月30日

都市整備局建築課 意　　見

ＳＤＳ（安全データシート）に関する安全衛生対策の実施について

化学物質やそれを含む製品の危険性、有害性及び安全な取扱方法などを記載
したＳＤＳ（安全データシート）については、施工計画書に添付されていた
が、化学物質の取扱いに関して、施工業者は、安全衛生対策を検討しておら
ず、朝礼時やＫＹ活動（危険予知活動）時に、作業員に周知されていなかっ
た。

　建設工事の施工に当たっては、ＳＤＳに記載されている化学物質
の取扱上の注意点に基づいた安全衛生対策を立案し、施工計画書等
に反映するとともに、朝礼時やＫＹ活動時に、作業員に周知するよ
う、施工業者を指導されたい。

工事監査結果
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工事監査結果

結果№ №2

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分

意 見 の 項 目

意見を付す理由

意 見

高松市監査委員告示第2号 令和8年1月30日

都市整備局建築課

施設の大屋根に軒樋を設置することについて

施設の大屋根からの雨水を地面に排水するための軒樋については、近隣の樹
木からの落ち葉による樋の詰まりを考慮し、通用口側には設置していなかった
が、設置しない場合、雨水の落下先のアスファルト舗装部の浸食は免れず、浸
食を防ぐことも補修することも困難である。

意　　見

施設の通用口側の大屋根については、大屋根から落下する雨水に
よるアスファルト舗装部の浸食を防ぎ、雨水を適切に排水するた
め、軒樋の設置を検討されたい。

監査実施年度／対象工事 令和７年度／犬猫一時保管施設（仮称）建設工事
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工事監査結果

結果№ №3

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分

意 見 の 項 目

意見を付す理由

意 見

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

監査実施年度／対象工事 令和７年度／犬猫一時保管施設（仮称）建設工事

　建設工事の入札に係る見積期間の算定に当たっては、見積期間の
初日となる入札の公告日を算入しないよう、所属内において認識の
共有を図られたい。

高松市監査委員告示第2号 令和8年1月30日

財政局契約監理課

建設工事の入札に係る見積期間について

建設工事の入札に係る見積期間については、建設業法施行令に規定する期間
は確保されていたが、入札の公告日を見積期間の日数に含め算定していた。

意　　見

民法

（期間の起算）
第１４０条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入
しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

建設業法施行令

（建設工事の見積期間）
第５条の９ 法第２０条第３項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。
ただし、やむを得ない事情があるときは、第２号及び第３号の期間は、５日以内に
限り短縮することができる。
１　工事１件の予定価格が５百万円に満たない工事については、１日以上
２ 工事１件の予定価格が５百万円以上５千万円に満たない工事については、１０
日以上
３　工事１件の予定価格が５千万円以上の工事については、１５日以上
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